
訂　　正　　後 訂　　正　　前
第１章１節(７) 第１章１節(７)
　建設リサイクル法(追加）
第２章３節（１） 第２章３節（１）
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　また、関心表明書を提出し
たグループの構成員及び協
力会社の変更は、資格確認
審査受付までとし、それ以降
の変更は原則的に認めない。

　また、関心表明書を提出し
た応募グループの構成員及
び協力会社の変更は原則的
に認めない。
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